社団法人千葉県社会福祉士会

代議員選任規程

平成19年8月24日制定

平成21年11月29日改正
（目的）

第１条　この規程は、社団法人千葉県社会福祉士会（以下「本会」という。）が、社団法人日本社会福祉士会（以下「本部」という。）の千葉県支部として代議員を選出する場合の選任方法等に関する基本的事項を定めることを目的とする。

（定義）

第２条　この規程において「代議員」とは、本部定款第 15条に規定する者を指し、この規程に基づいて選任された者をいう。

２．この規程において「選挙管理委員会」とは、社団法人千葉県社会福祉士会役員選出規則第７条に規定するものをいう。

（定数）

第３条　本部代議員選出規則（以下「本部規則」という。）第６条の規定に従う。

（任期）

第４条　代議員の任期は、本部規則第 10条の規定に従う。
（代議員の責務等）

第５条　代議員は、本部総会に出席し社団法人の社員としての表決権を行使し、結果を本会理事会ならびに本会会員へ報告しなければならない。

２．代議員は、関東甲信越ブロック連絡協議会に本会の代表として出席し、協議の結果を本会理事会に報告しなければならない。
３．代議員は、前２項の責務を果たすにあたり必要に応じ理事会に陪席し、理事会から意見を聴取することができる。

４．理事会は、必要に応じ代議員に理事会への出席を求め、意見を聴取することができる。

（選任）

第６条　代議員は、正会員の中から選挙により選出され、本会総会の承認を経て選任されるものとする。

２．代議員の選挙は、本会役員改選に併せて行うものとする。

３．前２項の規定にかかわらず、本部の役員である者は選任されないものとする。

４．代議員定数のうち１名は、理事会の推薦に基づき理事から選出されるものとする。

５．立候補者が定数に満たない場合、正会員の中から理事会が選任し、総会に諮る。 

（立候補正会員の資格要件）

第７条　規則第６条第１項第１号に基づく正会員の資格要件は、次に掲げる事項をすべて満たす者とする。

（１）選挙管理委員会が公示を行った時点で、本会の正会員として在籍していること。

（２）本会の年会費が未納でないこと。
（３）併せて行われる本会役員改選おいて、会員理事に立候補していないこと。

（立候補届様式）

第８条　代議員に立候補する者は、所定の「様式１」で届け出なければならない。

２．立候補者の自署または捺印のないものは無効とする。

（推薦書様式）

第９条　代議員立候補者を推薦する者は、所定の「様式２」で届け出なければならない。

２．推薦者の自署または捺印のないものは無効とする。

３．立候補者確認印のないものは無効とする。

（応募手続）

第10条　立候補者は、第８条の立候補届を提出するときは、１人の正会員から前条の推薦書を受領し、立候補届と推薦書を併せて選挙管理委員会あてに郵送し、提出するものとする。

２．提出期限を過ぎたものは提出がなかったものとみなす。なお、当日の消印は有効とする。

（立候補者の名簿公表）

第 11条　選挙管理委員会は、立候補者の名簿を次のとおり会員に公表する。

（１）氏名

（２）生年月日
（３）会員番号

（４）勤務先名称

（５）現住所地名（市・郡名のみ）

（６）推薦者氏名

２．名簿の掲載は届出順とし、同時の場合は抽選とする。

（選挙の方法）

第 12条　規則第 10条の規定に基づき、総会において出席者が行う投票方法は、次のとおりとする。

（１）立候補者が定数を超えた場合は、立候補者の氏名が列記された用紙に定数と同数の○印を付して投票する。

（２）投票は無記名投票とし、郵送によるものを有効とする。

（３）○印が定数よりも多い場合は、これを無効票とする。

（４）○印が定数よりも少ない場合は、これを有効票とする。

２．立候補者数が定数と同数、若しくは定数以内の場合は、当選とする。
（選任の届け出）

第13条　前条第１項により代議員を選任したときは、遅滞なく本部会長へ届け出なければならない。

（辞任）

第14条　代議員は、次に掲げる場合において辞任するものとする。

（１）心身の故障のため継続して職務執行に耐えられない旨本人又はその家族が判断したとき。

（２）本部規則第11条の規定に基づき、代議員が本部の理事に立候補するとき。
（３）本会を退会した者、及び他県に支部変更した者は自動的に辞任したものとみなす。

２．前項により辞任するときは、あらかじめ本会理事会の承認を経て、速やかに本部会長へ届け出なければならない。

３．第１項第２号により辞任するときは、本部理事立候補届受理日以前に前条の届けを行わなければならない。

（改廃）

第15条　この規程を改廃するときは、理事会の承認を得なければならない。

附則

１．この規程は、平成１９年８月２４日から施行する。

１．この規程は、平成21年11月29日から施行する。















